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福岡県医師会
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産業保健活動
健康診断・健康教育・健康相談等

相談対応
医師の意見聴取、面接指導、
保健指導など

産業保健に関する情報提供

支援

福岡産業保健総合支援センター
産業保健に関する専門的相談

産業保健スタッフへの研修
産業保健情報の収集提供 等

事業場等の産業保健関係者

50人未満の事業場及びその労働者

支援

地域産業保健センター
（郡市区医師会の協力）
地域産業保健事業を担当

産業保健に関する
広報・啓発

福岡産業保健総合支援センター 50人以上の事業場及びその労働者

産業保健総合支援センターとは



所在地・連絡先
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2丁目9-30  
福岡県メディカルセンタービル1階
TEL 092-414-5264
FAX 092-414-5239

福岡産業保健総合支援センター



産業保健相談

情報提供・広報啓発

メンタルヘルス対策支援

調査研究

地域窓口の運営

治療と仕事の両立支援

福岡産業保健総合支援センターの事業

労働衛生管理研修会
事例検討会



事業場の抱えている産業保健の様々な問題について経験豊富な各分野の専門スタッフが
具体的な解決方法を助言
相談は、窓口、または電話、Ｅメール、WEB等で実施

産業保健相談事業

産業医学

健康診断後の就業上の措置、
長時間労働者の面接指導、職場巡視の方法

労働衛生工学

メンタルヘルス

保健指導カウンセリング

法令

職場の有害要因のリスク評価
作業環境の改善方法

職場のメンタルヘルス対策の進め方
職場復帰の進め方

労働安全衛生法、労働基準法等の適用、解釈

職場におけるカウンセリングの進め方 勤務形態等に配慮した生活指導の方法

産業医、保健師、社会保険労務士、理学療法士、産業カウンセラーなどが対応します
福岡産業保健総合支援センター



企 業両立支援促進員
支援内容

(1)相談対応

(2)啓発セミナー
情報提供

(3)事業場への
個別訪問支援

(4)両立支援に
関する個別調整支援

人事労務担当者
（産業医等の産業保健スタッフ）

両立支援促進員
を派遣

治療と仕事の両立支援事業について

両立支援 (出張) 相談窓口

福岡大学病院
久留米大学病院
九州大学病院
麻生飯塚病院
産業医科大学病院
聖マリアヘルスケアセンター

両立支援促進員 15名

両立支援促進員（社労士、保健師、理学療法士等）には
福岡産保センターより両立支援業務を委嘱しています

福岡産業保健総合支援センター

全般的な相談対応、情報提供・広報啓発、
両立支援(出張）相談窓口の開設、
両立支援コーディネーター向けの支援 等

他にも、産業保健相談員、メンタルヘル
ス対策促進員等を委嘱

産業保健専門職
労働衛生専門職(両立支援担当）

がん等の患者
（労働者）

事業者、患者（労働者）から
の依頼
事業場内体制・規程の整備、啓発研修、
個別事案のご相談など

福岡産業保健総合支援センター

九州労災病院
門司メディカルセンター

両立支援相談窓口

業務委託



連携

連携

福岡県地域両立支援
推進チーム

病院職員（両立支援コー
ディネーター）が対応
▶相談

両立支援促進員が対応
▶相談
▶個別調整支援

令和4年9月現在両立支援にかかる当センターと医療機関との
連携関係について (出張相談窓口の設置)

連携
福岡労働局 福岡産業保健総合

支援センター

令和2年4月開設【月2回】出張相談窓口

九州労災病院
両立支援センター

平成29年4月開設【週5回】

門司メディカルセンター

平成29年7月開設【週5回】

相談窓口

麻生飯塚病院
令和2年1月開設【月1回】出張相談窓口

九州大学病院
平成31年4月開設【月3回】出張相談窓口

久留米大学病院
平成30年7月開設【月2回】出張相談窓口

福岡大学病院
平成30年6月開設【月2回】出張相談窓口

相談窓口
その他 拠点病院
がん就労支援事業

聖マリアヘルスケアセンター
令和3年10月開設【月2回】出張相談窓口

促進員を派遣

月1回
事例勉強会

月2回
症例カンファレンス

産業医科大学病院 両立支援科

福岡産業保健総合支援センター
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両立支援の進め方
治療中の働き方に関すること（両立支援プラン…

復職に関すること（職場復帰支援プランを含む）
事業場内体制、規程等の整備

病気・治療に関すること
職場への報告方法

主治医の意見書に関すること
人事労務担当者等との調整方法

仕事に関する情報の提供書に関すること
利用可能な支援制度
個別事案への対応
意識啓発等の教育
休職に関すること

その他

両立支援事業について
両立支援に関する相談窓口について
両立支援助成金について
両立支援コーディネーターについて
療養・就労両立支援指導料について 等

令和3年度 両立支援相談内容（83件） ※実数49件

＜参考＞

福岡産業保健総合支援センター

・センターでの相談総数
・メンタルヘルスに関する相談

うち個別事案への対応

718件
81件
42件
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利用可能な支援制度

復職に関すること

治療中の働き方に関すること

休職に関すること

職場への報告方法

病気・治療に関すること

両立支援の進め方

人事労務担当者等との調整方法

主治医の意見書に関すること

仕事に関する情報の提供書に関すること

その他

令和3年度 両立支援(出張）相談内容（194件） ※実数122件

再就職活動について
今後の働き方について
障害年金について
関連機関との連携について
事業者向けの助成制度について 等

相談者のほとんどは患者

福岡産業保健総合支援センター

ご家族が同席されることもあります
お勤め先の方が利用されることも数件あります



治療と仕事の両立支援とは

出典 厚生労働省平成25年度国民生活基礎調査

全疾病2,007万人
(主要疾病合計782万人）

日本の労働力人口の3人に1人が、
何らかの疾病を抱えながら働いている

(万人）

高血圧 糖尿病 アレルギー 心疾患 メンタル がん 脳血管疾患
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病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、
仕事を理由として治療機会を逃すことなく、
また、治療の必要性を理由として仕事の継続を妨げられることなく、
適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組み

罹患しながら働く人数（主な疾病）

治療技術の進歩
・

仕事をしながら
治療を続けるこ
とが可能な時代

患者にとって、
仕事は生きがい
でもある

事業者にとっても
取り組む意義が

大きい

仕事を持ちながらがん
で通院している人の数
は現在推計32.5万人。

がんなどの病気を抱
えながらも働き続け
たい人は92.5％。

働く世代の高齢化・病気は
増える傾向。働きやすい環
境をつくり人材の確保も企
業の課題。

福岡産業保健総合支援センター



安全と健康の確保
就労によって疾病の増悪・再発や労働災害（事故）が生じないよう、適切な就業上の措置や

治療に対する配慮を行うことが就業の前提。

労働者本人の申出
私傷病であることから、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本。

個別事例の特性に応じた配慮
症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なり、

個別事例の特性に応じた配慮が必要。

個人情報の保護
両立支援を行うために必要な症状、治療の状況等の疾病に関する情報は、事業者が本人の同意なく取得してはならず、

事業者が取得した健康情報については、取り扱う者の範囲や第三者への漏洩防止も含めた情報管理体制の整備が必要。

両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性
労働者本人以外にも、事業場の関係者（事業者、人事労務担当者、上司・同僚、労働組合、産業保健スタッフ等）、医
療機関の関係者（主治医、看護師、ＭＳＷ）、地域の支援機関などが必要に応じて連携することが重要。

両立支援を行うに当たっての留意事項



事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
衛生委員会等の調査審議を行い、事業者としての基本方針や具体的な対応方法等の
事業場内ルールを作成、労働者に周知

研修等による両立支援に関する意識啓発
当事者やその同僚となりうる全ての労働者等に対して研修等を通じて意識啓発

相談窓口の明確化
労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口及び情報の取扱い等を明確化

休暇・勤務制度の整備
短時間の治療が定期的に繰り返される場合等に対応できる休暇・勤務制度を検討・導入
【休暇制度】時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇
【勤務制度】短時間勤務制度、在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）、時差出勤制度、試し出勤制度

両立支援を行うための環境整備



③事業者が就業上の措置等を決
定・実施
・事業者は、主治医、産業医等の意
見を勘案し、労働者の意見も聴取
した上で、就業の可否、就業上の
措置（作業転換等）、治療への配
慮（通院時間の確保等）の内容を
決定・実施
※「両立支援プラン」の作成が望
ましい

企業と医療機関の連携による
治療と仕事の両立支援の進め方

①労働者が事業者へ申し出
・労働者から主治医に対して、業務
内容等を記載した書面を提供
・それを参考に主治医が、症状、就
業の可否、作業転換等の望ましい就
業上の措置、配慮事項を記載した意
見書を作成
・労働者が、主治医の意見書を事業
者に提出

③事業者が就業上の措置等を決定・実施
・事業者は、主治医、産業医等の意見を
勘案し、労働者の意見も聴取した上で、
就業の可否、就業上の措置（作業転換
等）、治療への配慮（通院時間の確保
等）の内容を決定・実施
※「両立支援プラン」の作成が望ましい

②事業者
等が産業
医の意見
を聴取

産業医がいな
い場合は、主
治医からの情
報で判断

福岡産業保健総合支援センター



「勤務情報提供書」のポイント ※事業場が作成
●作業内容や作業負荷など、労働者がどのような働き
方をしているか
●繁忙期や、仕事の都合上どうしても対応しなければ
ならない業務、出張等の有無、勤務時間が柔軟に調整
できるか、休憩が柔軟に取れるか等を記載
⇒ 治 療 上 の 配 慮 （ 通 院 日 や 通 院
の 時 間 帯 の 調 整 等 ） の検討に活用

●休暇等がとりやすい環境かどうか、どの程度柔軟に
休暇が取れるか。
⇒ 治 療 上 の 配 慮 （ 治 療 計 画 や 通
院 日 や 時 間 の 調 整 等 ）の検討に活用

●事業者や労働者が悩んでいること、特に主治医に相
談したいこと
⇒主治医意見書で特に意見を受けられるよう検討して
もらう
（もし避けるべき作業等がある場合、当該作業を制限
することで、就業継続・職場復帰に当たっての要件等
に照らして問題がないか確認し、主治医意見書の記載
内容（就業上の措置や配慮事項）を労働者とも話し
合って検討することになる）

R3.3改訂ガイドライン参考資料 企業・医療機関連携マニュアルより福岡産業保健総合支援センター



「主治医意見書」のポイント ※医療機関が作成
●見通しが立っている範囲の情報を記載
●不確定な予定に関しては、いつ頃目途が立つかについて記載
●勤務情報提供書の記載内容や労働者の意見等を踏まえ、通院
日や通院時間等に関して配慮できる場合には、労働者と話し
合った上で治療の予定に反映
⇒ 事業者にとって就業上の措置や配慮を検討したり、配慮内
容を見直す時期の目安となる

●労働者の体調悪化の防止や治療継続の観点から、事業者によ
る就業継続の検討の可否について意見を記載（就業継続の可否
の最終的な判断は、労働者の安全と健康確保の観点からあくま
で事業者が行うものであり、その判断の参考とするため、主治
医の意見を求めるものである）

●勤務情報提供書等を通じて事業者や労働者から相談のあった
事項に対する意見を中心に記載
●職務上、必要となる作業・要件に対して制限が必要な場合に
は、その理由と制限が必要となる期間について併記すると、事
業者も計画的に対応を検討しやすい

●職場において治療のために必要と考えられる配慮等について記
載があると、労働者からの申し出があった際に事業者においてス
ムーズな対応がなされやすい

●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措置や
配慮事項が有効であると考えられる期間を記載
⇒ 事業者にとって、次に主治医に意見を求める時期の目安にな
る

R3.3改訂ガイドライン参考資料 企業・医療機関連携マニュアルより福岡産業保健総合支援センター



「両立支援プラン」のポイント ※事業場が作成

●主治医意見書等をもとに、就業上の措置や配慮事項に
関連する情報に限定して記載
● 職場復帰支援プランの場合には、職場復帰日も明記

●主治医意見書の内容をもとに、産業医等の意見を勘案
しながら、労働者本人と十分に話し合い、就業上の措 置
や配慮事項、実施時期について検討し、記載
●実施期間は、1 週間から数か月、半年等、様々である
ことが想定されるため、労働者の状況等 に応じて個別に
適切な期間を設定

●治療の経過に応じて、必要な就業上の措置や配慮事項
が変わることから、適時プランの見直しが必要
● 主治医意見書を参考にしながら、プランの見直しの時
期や方法について記載
●就業上の措置や配慮の実施に当たり、上司や同僚等へ
情報を開示する場合には、共有する情報の範囲や対象者
等について記載することも想定される

● 作成した両立支援プラン / 職場復帰支援プランには
署名欄を設け、労働者本人、事業者及び関係者（産業医、
人事労務担当者、上司等）による話合いの上作成されたも
のであることが分かるようにすることが望ましい

R3.3改訂ガイドライン参考資料 企業・医療機関連携マニュアルより福岡産業保健総合支援センター



労働者数50名未満の事業場（産業医不在）における両立支援
厚生労働省の両立支援ガイドラインに則った支援方法

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
両
立
支
援 病気の軽重で判断

診断・治療
休職 復職準備 主治医から事業場へ

就業に関する意見
職場復帰・適正配置

業務の調整

ガイドラインに則った支援方法は病気の軽重で復職・配慮などの判断をしている

福岡産業保健総合支援センター



労働者数50名未満の事業場（産業医不在）における両立支援
福岡産保センターの独自の支援方法

産
業
医
が
関
わ
る
両
立
支
援

実際の作業を見て助言

診断・治療
休職

職場復帰・適正配置
業務の調整復職準備

主治医から事業場へ
就業に関する意見

主治医の意見をもとにセンタースタッフ（産業医経験者、保健師、
理学・作業療法士、社労士等）が職場訪問（巡視、事業主や労働者
へ面談等）を実施し助言

復職（就業配慮など）
の助言が必要な場合の相談

福岡産業保健総合支援センター

『職場への適応』を評価し、事業場に助言をしています



支援事例

30代男性
ライン作業

事例1 事例2

40代 女性
調剤薬局の薬剤師

福岡産業保健総合支援センター



30代 男性 ライン作業

30代 男性
ライン作業（製造業）
連携先病院の主治医から産保センターへ
復職に関する情報入手の依頼があった。

事例1

業務

運動機能に制限があり、
職場状況、業務内容、
就労可能な配置転換先等の調査を依頼。

はさまれ事故で上肢を広範囲に骨折した例

福岡産業保健総合支援センター



30代 男性 ライン作業事例1

●●●●●

● ●●●●

●●

● ●●

事業場訪問

作業環境
・

運動機能評価

主治医との連携

産保センターの産業医経験のある医師、理学療法士、保健師が
会社訪問。

産業医・保健師で職場巡視
安全対策や作業を確認し、
理学療法士は本人の運動機能などを評価した。

本人及び家族、工場長と面談︓本人の就労意思や復職支援体制
を確認。
会社は配置転換を予定していた。

産保センターの判断︓理学的所見、本人の適正等から、
同一職場での復職が望ましいと助言。
家族の話から被災によるPTSDが疑われ、主治医に報告。臨床心
理士による定期的な面接が開始された。

福岡産業保健総合支援センター



40代 女性 薬剤師

40代 女性
調剤薬局の薬剤師、顧客対応あり

事例2

業務

脳出血後の左片麻痺・高次脳機能障害の例

発症後1年半のリハビリ期間の後、
店舗業務に復職。
左片麻痺、軽度の高次脳機能障害があり、
窓口業務に支障あり、
他の従業員が交代でサポート。

福岡産業保健総合支援センター



本人より産保センターに相談があり、入院中に面談。職場
復帰に向けて支援依頼があったため病院と連携をはかった。

専門職（産業医経験のある医師、理学療法士、保健師）が
会社を訪問して本人および上司と面談。
本人の作業能力、適性等を評価︓補助器具を作成
* 就労意欲はあるが窓口業務の継続は困難と判断

危機管理能力などがあると判断、店舗現場から管理業務
（監査やマネジメント業務など）への配置転換を会社経営
層に提案した。

本社管理部門にマネジメント業務を行う部門が設立され、
配置転換となった。

●●●●●本人と面談

事業場訪問
職場復帰

再訪問

適正配置
業務の調整

福岡産業保健総合支援センター

40代 女性 薬剤師事例2



まとめ

支援を必要とする事業場、労働者に対して、多職種のスタッフが連携することで、
解決の糸口につながった事例を紹介した。

当初、事業者側が抱いていた意図と違う結果になることもある・・・。

事業者側の考えと本人、主治医の考えの違い

⇒ コミュニケーションが不足

お互いに歩み寄り、話し合うことがポイント。
そのツールとしてガイドラインのステップを利用することがお勧め。

1人の職種ではうまく支援しにくいことも
多職種のスタッフ間でお互いの専門性を発揮し、連携をとると効果的

福岡産業保健総合支援センター



福岡産業保健総合支援センター

（令和2年4月～）改定前

■企業側の連携先
H30 産業医のみ
R2 保健師、総括安全衛生管理者、 衛

生管理者、安全衛生推進者追加
R4 衛生推進者 追加

診療報酬（療養・就労両立支援指導料）について

■相談支援加算の対象職種
R2 看護師、社会福祉士
R4 精神保健福祉士、公認心理師追加

令和４年度 診療報酬改定

■対象疾患
H30 悪性腫瘍のみ
R2 脳血管疾患、肝疾患、指定難病追加
R4 心疾患、糖尿病、若年性認知症追加



お申し込みについて
ホームページにある申込書にてお申し込みください。
電話やメールによるご相談は随時受け付けています。

福岡産業保健総合支援センター
【TEL】（092）414-5264 【FAX】（092）414-5239
【Email】sanpo40@fukuokas.johas.go.jp

✔
✔

〇

mailto:sanpo40@fukuokas.johas.go.jp


ご相談について

福岡産業保健総合支援センターでは各専門分野の相談員がおります。
ご相談ができますので当センターをご活用下さい。

福岡産業保健総合支援センター
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2-9-30
福岡県メディカルセンタービル１F
【TEL】（092）414-5264
【FAX】（092）414-5239
【Email】sanpo40@fukuokas.johas.go.jp

福岡産業保健総合支援センター
産業医、保健師、社会保険労務士、理学療法士、産業カウンセラーなど

産業医学

メンタルヘルス 労働衛生工学

法令

保健指導

両立支援

mailto:sanpo40@fukuokas.johas.go.jp
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